
提案書提出要件 

 

（１）参加者に必要な資格 

   

    本件プロポーザルに参加しようとする他の者との間に次に規定する資本

関係又は人的関係のいずれにも該当しないこと。 

   ① 親会社（会社法（平成１７年法律第８６号）第２条第４号に規定する親

会社をいう。以下同じ。）と子会社（同法第２条第３号に規定する子会社

をいう。以下同じ。）の関係にある場合（子会社が民事再生法（平成１１

年法律第２２５号）の規定による再生手続開始の決定又は会社更生法（平

成１４年法律第１５４号）の規定による更生手続開始の決定（②において

「民事再生法等の再生手続開始の決定」という。）を受けた会社である場

合を除く。） 

   ② 親会社を同じくする子会社同士の関係にある場合（子会社の一方が民事

再生法等の再生手続き開始の決定を受けた会社である場合を除く） 

   ③ 一方の会社の役員（会社法施行規則（平成１８年法務省令第１２号）第

２条第３項第３号に規定する役員のうち、次に掲げる者をいう。以下同じ。）

が、他方の会社の役員を現に兼ねている場合（会社の一方が会社更生法の

規定による更生会社又は民事再生法の規定による再生手続中の会社であ

る場合を除く。） 

     1)株式会社の取締役。ただし、次に掲げる者を除く。 

     （ⅰ）会社法第２条第１１号の２に規定する監査等委員会設置会社にお

ける監査等委員である取締役 

     （ⅱ）会社法第２条第１２号に規定する指名委員会等設置会社における

取締役 

     （ⅲ）会社法第２条第１５号に規定する社外取締役 

     （ⅳ）会社法第３４８条第１項に規定する定款に別段の定めがある場合

により業務を執行しないこととされている取締役 

     2)会社法第４０２条に規定する指名委員会等設置会社の執行役  

     3)会社法第５７５条第１項に規定する持分会社（合名会社、合資会社又

は合同会社をいう。）の社員（ 同法第５９０条第１項に規定する定款

に別段の定めがある場合により業務を執行しないこととされている

社員を除く。） 

     4)組合の理事 

     5)その他業務を執行する者であって、1)から 4)までに掲げる者に準ず

る者 

   ④ 一方の会社の役員が、他方の会社の会社更生法又は民事再生法の規定に



より選任された管財人を現に兼ねている場合。 

 

（２）履行にあたり必要な要件 

   過去の履行実績 
   ・過去に同種・類似業務を行った実績があること。 

 
   
 


